
          短期入所療養介護利用料   令和３年４月1日改定     
（１日あたり）                    （地域別単価：１０．７２円／単位） 

 
介護度 

区分 

介護保険 

一部負担金 
滞在費 食費 日常生活費 教養娯楽費 

（
従
来
型
個
室
） 

個
室 

要介護１   ８５２円 

１６８０円 

  

２００円 １５０円 

要介護２   ９３０円 朝食 ３５０円 

要介護３   ９９７円 昼食 ５００円 

要介護４ １,０６０円 おやつ １００円 

要介護５ １,１２０円 夕食 ５５０円 

（
多
床
室
） 

４
人
部
屋 

要介護１   ９３８円 

４００円 

  

要介護２ １,０２０円 合計  

要介護３ １,０８８円 １５００円／日 

要介護４ １,１４９円   

要介護５ １,２１１円   

※個室料：３,３００円（税込み） 

＊日常生活費…リンスインシャンプー、ボディシャンプー、保湿用スキンクリーム 

＊教養娯楽費…新聞、雑誌、レクリエーション材料 

○その他加算  

 夜勤職員配置加算 ２６円／日 基準を上回る夜勤職員を配置している。 

 個別リハビリ実施加算 ２５８円／日 個別にリハビリを実施した場合 

 緊急短期入所受入加算 ９７円／日 緊急での短期入所を行った場合 

 

 

 

在宅復帰在宅療養支援機能加

算Ⅱ 

５０円／日 指標評価項目(在宅復帰率・ベッド回転率・入所

前後訪問指導割合・退所前後訪問指導割合・居

宅サービスの実施数・リハ専門職の配置割合・

支援相談員の配置割合・要介護４又は５の割

合・喀痰吸引の実施割合・経管栄養の実施割合)

要件を満たした場合 

 送迎加算 １９８円／日 居宅と施設間の送迎 

 療養食加算 ９円／回 糖尿病食・心臓病食等の療養食を提供 

 総合医学管理加算 ２９５円／日 利用に際して医師が必要な診療・検査を行い、

多職種共同にて診療計画を作成し、説明等を行

い、退所時には主治医に対して診療状況の情報

提供を行う 

 緊急時治療管理１ ５５６円／日 利用中、緊急その他やむを得ない事情にて療養

をした場合 

 サービス提供体制強化加算Ⅰイ ２４円／日 サービスを提供する職員のうち勤続１０年以

上の介護福祉士が３５％以上 

 介護職員処遇改善加算Ⅰ ※所定単位数に３９／１０００を乗じた単位数で算定 

 介護職員等特定処遇改善加算

Ⅰ 

※所定単位数に２１／１０００を乗じた単位数で算定 

※少数点以下の処理により複数回の金額で若干の相違があります。 

※緊急短期受入の窓口は支援相談員とする。 

食事に要する費用、居住に要する費用についての補足説明 

※１ 食事に要する費用及び居住に要する費用について、介護保険法施行規則第８３条の６の規定によ

り、介護保険負担限度額認定証の交付を受けた者にあっては、当該認定証に記載されている負担限度

額とする。 



□ 利用料２割負担の方 

 
介護度 

区分 

介護保険 

一部負担金 
滞在費 食費 日常生活費 教養娯楽費 

（
従
来
型
個
室
） 

個
室 

要介護１ １,７０３円 

１,６８０円 

  

２００円 １５０円 

要介護２ １,８５９円 朝食 ３５０円 

要介護３ １,９９４円 昼食 ５００円 

要介護４ ２,１１９円 おやつ １００円 

要介護５ ２,２３９円 夕食 ５５０円 

（
多
床
室
） 

４
人
部
屋 

要介護１ １,８７６円 

４００円 

  

要介護２ ２,０３９円 合計  

要介護３ ２,１７５円 １５００円／日 

要介護４ ２,２９７円   

要介護５ ２,４２１円   

※個室料：３,３００円（税込み） 

＊日常生活費…リンスインシャンプー、ボディシャンプー、保湿用スキンクリーム 

＊教養娯楽費…新聞、雑誌、レクリエーション材料 

○その他加算  

 夜勤職員配置加算 ５２円／日 基準を上回る夜勤職員を配置している。 

 個別リハビリ実施加算 ５１５円／日 個別にリハビリを実施した場合 

 緊急短期入所受入加算 １９３円／日 緊急での短期入所を行った場合 

 

 

 

在宅復帰在宅療養支援機能加

算Ⅱ 

９９円／日 指標評価項目(在宅復帰率・ベッド回転率・入所

前後訪問指導割合・退所前後訪問指導割合・居

宅サービスの実施数・リハ専門職の配置割合・

支援相談員の配置割合・要介護４又は５の割

合・喀痰吸引の実施割合・経管栄養の実施割合)

要件を満たした場合 

 送迎加算 ３９５円／日 居宅と施設間の送迎 

 療養食加算 １８円／回 糖尿病食・心臓病食等の療養食を提供 

 総合医学管理加算 ５９０円／日 利用に際して医師が必要な診療・検査を行い、

多職種共同にて診療計画を作成し、説明等を行

い、退所時には主治医に対して診療状況の情報

提供を行う 

 緊急時治療管理１ １１１１円／

日 

利用中、緊急その他やむを得ない事情にて療養

をした場合 

 サービス提供体制強化加算Ⅰイ ４８円／日 サービスを提供する職員のうち勤続１０年以

上の介護福祉士が３５％以上 

 介護職員処遇改善加算Ⅰ ※所定単位数に３９／１０００を乗じた単位数で算定 

 介護職員等特定処遇改善加算

Ⅰ 

※所定単位数に２１／１０００を乗じた単位数で算定 

※少数点以下の処理により複数回の金額で若干の相違があります。 

※緊急短期受入の窓口は支援相談員とする。 

食事に要する費用、居住に要する費用についての補足説明 

※１ 食事に要する費用及び居住に要する費用について、介護保険法施行規則第８３条の６の規定により、

介護保険負担限度額認定証の交付を受けた者にあっては、当該認定証に記載されている負担限度額と

する。 

 



□ 利用料 3割負担の方 

 
介護度 

区分 

介護保険 

一部負担金 
滞在費 食費 日常生活費 教養娯楽費 

（
従
来
型
個
室
） 

個
室 

要介護１ ２,５５４円 

１,６８０円 

  

２００円 １５０円 

要介護２ ２,７８９円 朝食 ３５０円 

要介護３ ２,９９１円 昼食 ５００円 

要介護４ ３,１７８円 おやつ １００円 

要介護５ ３,３５８円 夕食 ５５０円 

（
多
床
室
） 

４
人
部
屋 

要介護１ ２,８１４円 

４００円 

  

要介護２ ３,０５９円 合計  

要介護３ ３,２６２円 １,５００円／日 

要介護４ ３,４４５円   

要介護５ ３,６３１円   

※個室料：３,３００円（税込み） 

＊日常生活費…リンスインシャンプー、ボディシャンプー、保湿用スキンクリーム 

＊教養娯楽費…新聞、雑誌、レクリエーション材料 

○その他加算  

 夜勤職員配置加算 ７８円／日 基準を上回る夜勤職員を配置している。 

 個別リハビリ実施加算 ７７２円／日 個別にリハビリを実施した場合 

 緊急短期入所受入加算 ２９０円／日 緊急での短期入所を行った場合 

 

 

 

在宅復帰在宅療養支援機能加

算Ⅱ 

１４８円／日 指標評価項目(在宅復帰率・ベッド回転率・入所

前後訪問指導割合・退所前後訪問指導割合・居

宅サービスの実施数・リハ専門職の配置割合・

支援相談員の配置割合・要介護４又は５の割

合・喀痰吸引の実施割合・経管栄養の実施割合)

要件を満たした場合 

 送迎加算 ５９２円／日 居宅と施設間の送迎 

 療養食加算 ２６円／回 糖尿病食・心臓病食等の療養食を提供 

 総合医学管理加算 ８８５円／日 利用に際して医師が必要な診療・検査を行い、

多職種共同にて診療計画を作成し、説明等を行

い、退所時には主治医に対して診療状況の情報

提供を行う 

 緊急時治療管理１ １６６６円／

日 

利用中、緊急その他やむを得ない事情にて療養

をした場合 

 サービス提供体制強化加算Ⅰイ ７１円／日 サービスを提供する職員のうち勤続１０年以

上の介護福祉士が３５％以上 

 介護職員処遇改善加算Ⅰ ※所定単位数に３９／１０００を乗じた単位数で算定 

 介護職員等特定処遇改善加算

Ⅰ 

※所定単位数に２１／１０００を乗じた単位数で算定 

※少数点以下の処理により複数回の金額で若干の相違があります。 

※緊急短期受入の窓口は支援相談員とする。 

食事に要する費用、居住に要する費用についての補足説明 

※１ 食事に要する費用及び居住に要する費用について、介護保険法施行規則第８３条の６の規定により、

介護保険負担限度額認定証の交付を受けた者にあっては、当該認定証に記載されている負担限度額と

する。 

 


